








　日下小学校６年生の瓶子礼智君と、日高中学校３年生の岡村葵陽さんが、村長を表敬訪問しました。
　瓶子君は飛板飛込の競技で、７月14日に徳島で開催されたジュニアオリンピック夏季大会で１位になり、８月
22日の全国大会へ進み、準優勝に輝きました。また、８月５日に行われた全国少年少女とびうお杯水泳競技大会
でも同競技で優勝を果たしています。
　岡村さんは砲丸投競技で、６月30日～７月１日に開催されたジュニアオリンピック県大会を１位で標準記録を
突破し、10月に神奈川県で開催された全国大会へ出場することができました。
　この日は日頃から瓶子君の練習を指導しているお母さんや双方の小中学校の関係者も同行し、村長・教育長か
らお祝いと激励の言葉が贈られました。
　二人は、好成績の喜びを語るとともに、今後のさらなる活躍への意気込みを話してくれました。
　両名とも、大舞台で日頃の練習の成果を発揮できたことは、大変喜ばしく素晴らしいことです。お祝いすると
ともに、今後のますます々の活躍を応援しています。

村長を表敬訪問27㊍９

22㊏９ 高齢者交通安全教室を開催しました
　高知ニュードライバー学院において日高村といの町の65歳以上の人
を対象に高齢者交通安全教室を行いました。その後には、トヨタ自動
車からサポートカーの説明を受け、参加者からは
　○昼間でもライトをつけた方が遠くから見える
　○運転時のシートの高さ調節の必要性を知ることができた
　○内輪差の実験を見て、恐ろしさを再認識できた
　○罰金・罰則が昔より厳しくなっていることが分かって良かった
などの声があり、交通安全意識の高揚を図ることができました。

村の出来事

へい し　らい　ち おかむら あおい
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村の出来事村の出来事村の出来事

　㈱イチネン農園の事務所兼倉庫において、イチネン農園の関連する施
設の落成式が盛大に行われました。
　イチネン農園は、大阪府に本社を有する㈱イチネンホールディングスの
子会社で平成28年３月１日に設立されました。
　平成29年１月23日に、㈱イチネンホールディングス、高知県、日高村、
コスモス農業協同組合との４機関において、企業進出協定が締結され、
日高村への農業参入のための取り組みが始まりました。
　平成29年９月には、１号ハウス約0.5ha及び管理棟兼農業用倉庫が完
成し、今年８月末に２号棟ハウス、３号棟ハウス合わせて約1.5haが完成しました。
　ハウスでは、オランダ型の高軒高（約６ｍ）ハウスで、ミニトマトが栽培され、ハウス内の温度、湿度、二酸化炭素などを
コントロールする環境制御技術を導入し、高収量、高収益の農業を目指しています。

　関係機関の皆様に支えられ、計画しているハウスの建設を終えることができました。ありがとうございました。
　また、昨年度から栽培を行っている１号棟も無事に１作が終了しました。
　今作は栽培面積も４倍となりますが、味や量はもちろん、より一層効率的な運営に着手していきたいと思ってお
ります。まだまだ経験の浅い事業所ではありますが、ミニトマトもシュガートマトに並ぶ日高村の特産品となるよう、
頑張っていきます。
　今後ともよろしくお願いいたします。

　㈱イチネン農園　代表取締役 阪本　　豊

従業員募集 ！
　㈱イチネン農園では、パート従業員を募集して
います。
　パートでは、短時間での収穫作業のみなど、ラ
イフスタイルにあった働き方が可能です。
　詳しくは、日高村役場産業環境課まで問い合
わせてください。

㈱イチネン農園落成式18㊋9

座って収穫も可能 機械での作業による
省力化を実現

約１haの新たな
高軒高ハウス

“離乳食づくり”を開催しました６㊍
9

　９組の親子が参加して、栄養士の話の後、お母さんたちが離乳食を作って試食を
行いました。
●楽しく作れて、楽しく食べれてよかった。みんなで食べると本当においしい ！
●だしから作るとおいしかったようで、家でも作ってみたい
●レパートリーを増やしたかったので、参加してよかった
　などの感想がありました。
　天然のだしを使って調理すると、調味料を使わなくてもおいしく食べることができました。
　家庭でも、うす味で食事を楽しみましょう。

［問い合わせ先］　日高村保健センター　☎24－5001　村内無料電話　☎724－5001

［問い合わせ先］　産業環境課　☎24－4647　村内無料電話　☎724－4647

平成30年度日高村防災訓練（加茂地区）を行います INFO01

日高村メールサービスの変更のお知らせ INFO02
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村の出来事

平成30年度日高村防災訓練（加茂地区）を行います平成30年度日高村防災訓練（加茂地区）を行います平成30年度日高村防災訓練（加茂地区）を行います INFO01INFO01

日高村メールサービスの変更のお知らせ日高村メールサービスの変更のお知らせ日高村メールサービスの変更のお知らせ INFO02INFO02

総務課より

　この訓練は南海トラフ大地震を想定とし、村・消防を含む各関係機関・
地域住民が協力して実施することにより、災害時における適切な行動の習
得を行うことで地域防災力の向上を図り、自主防災活動の推進や地域にお
ける防災意識の高揚を図ることを目的としています。
　平成23年３月11日に発生した東日本大震災では、沿岸地域を襲った大津
波により甚大な被害が発生し、多くの尊い命が奪われたことは記憶に新し
いところです。高知県においても、今後30年以内に南海トラフ地震が発生
する確率が70％程度と高まってきており、地域ぐるみで備えをしっかりと
しておくことが重要です。
　また、地震発生後は、まず身の安全を確保し、揺れがおさまったら、ただちに安全な場所へ避難すること
が重要です。住民一人一人が訓練を通して、避難経路や避難場所などを確認し、避難訓練や防災体験や学習
を実施することで、次の南海トラフ地震に備えてもらいたいと考えています。
　加茂地区の方をはじめ、皆さんの訓練への積極的な参加をよろしくお願いします。

　防災情報等を発信しております
『日高村メール配信サービス』が12
月３日（月）より、新しいメール配
信システムに移行となります。
　移行に伴い、配信されるアドレ
スの一部が変更となります。

（変更前）info-hidaka＠fastalarm.jp
（変更後）info-hidaka＠ info.cous .jp

　受信されている人は受信ドメイン（上記網掛け部
分）が変更となります。
　メール設定等をしている人は、変更後のメールア
ドレスでも受け取れるように変更をお願いします。

訓練日時　11月11日（日）　７：30～11：20
　　　　　（雨天決行　ただし警報等が発令された場合は中止【当日午前７時に放送有り】）
訓練場所　日高村佐川町学校組合立加茂中学校グラウンド

駐車場　日高村佐川町学校組合立加茂小学校グラウンド

当日の予定（概略）

［問い合わせ先］　総務課　☎24－5113　村内無料電話　☎724－5113

［問い合わせ先］　総務課　☎24－5113　村内無料電話　☎724－5113
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日高村財政事情の公表 INFO03INFO03INFO03
況についてお知らせします。

（単位：千円・％）
翌年度繰越事業費

0
31,247
8,830
0
0

33,554
0

142,593
0
0
0
0
0

216,224

不用額
732

100,595
26,060
7,601
1

62,361
499

43,691
6,852
9,904
179
1

840
259,316

支出割合
98.8
91.5
96.2
96.9
0.0
85.5
96.2
75.4
97.8
97.2
94.4
100.0
0.0
90.9

４　一般会計における住民一人あたりの村税負担額

区分
村民税
固定資産税
軽自動車税
たばこ税 

合計

現年課税調定額（千円）
168,023
290,434
24,163
15,941
498,561

一人あたり（円）
33,364
57,672
4,798
3,165
98,999

３　財産、村債及び一時借入金の現在高

区　　分
土地
建物
物件（立木）
有価証券
出資による権利
債権
基金

数量・金額
1,737,748㎡
32,682㎡
640㎡

10,000千円
132,673千円
49,663千円

2,169,846千円

（１）財産

区　　分
一般会計
住宅新築資金等特別会計
簡易水道特別会計
介護保険特別会計

残高（千円）
2,930,958
4,214

935,052
3,300

（２）村債

借入先
̶

借入額（千円）
̶

利率（％）
̶

（３）一時借入金

　一人あたりは平成30年9月30日現在の人口（5,036人）で算出しています。

３　特別会計収支状況 （単位：千円）
会　　計　　名

住宅新築資金等特別会計
国民健康保険特別会計
簡易水道特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

予算現額
17,794
812,412
332,253
753,955
83,112

収入済額
18,248
811,366
331,887
747,197
83,150

支出済額
8,214

808,879
329,811
729,391
81,082

会　　計　　名
一般会計
住宅新築資金等特別会計
簡易水道特別会計
介護保険特別会計

残高（千円）
3,124,362
5,118

961,687
3,300

（２）村債

借入先
̶

借入額（千円）
̶

利率（％）
̶

（３）一時借入金

４　財産、村債及び一時借入金の現在高

区　　分
土地
建物
物件（立木）
有価証券
出資による権利
債権
基金

数量・金額
1,735,617㎡
32,682㎡
640㎡

10,000千円
132,673千円
49,663千円

2,384,585千円

（１）財産

２　一般会計における住民一人あたりの村税負担額及び支出額

区分
村民税
固定資産税
軽自動車税
たばこ税

合計

現年課税調定額（千円）
192,882
279,142
23,519
26,517
522,060

一人あたり（円）
37,939
54,906
4,626
5,216

102,687

　一人あたりは平成30年3月31日現在の人口（5,084人）で算出しています。
（１）一人あたりの村税負担額

　一人あたりは平成30年3月31日現在の人口（5,084人）で算出しています。

議会費

総務費

民生費

11,452円

278,589円

175,189円

47,472円

111,550円

2,460円

土木費

消防費

教育費

596円

70,069円

112,429円

60,959円

67,556円

衛生費
農林水産
業費
労働費・
商工費

災害復旧費

公債費

一人あたりの支出合計額
938,321円

（２）一人あたりの支出額

歳出決算額　47億7,043万円

地方交付税
14億
4,187万円国・県支出金

11億859万円

諸収入・使用料・
その他
13億4,628万円

議会費
5,822万円

衛生費
2億4,135万円

農林水産業費
5億6,712万円

土木費
5億
7,159万円

消防費
3億
992万円

災害復旧費
303万円 

公債費
3億5,623万円
公債費
3億5,623万円

商工費
1,251万円

民生費
8億9,066万円
民生費
8億9,066万円

総務費
14億1,634万円

教育費
3億4,346万円
教育費
3億4,346万円
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日高村財政事情の公表日高村財政事情の公表 INFO03
　日高村財政事情の作成及び公表に関する条例（昭和40年７月27日条例第192号）に基づき、年２回村の財政状
況を作成・公表することとなっています。今回は平成30年４～９月までの予算執行状況と平成29年度決算の状

第２　平成29年度決算の状況

（1）歳入 （単位：千円・％）
１　一般会計収支状況

区　分

1 村税
2 地方譲与税
3 利子割交付金
4 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金
9 地方特例交付金
10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
12 分担金及び負担金
13 使用料及び手数料
14 国庫支出金
15 県支出金
16 財産収入
17 寄附金
18 繰入金
19 繰越金
20 諸収入
21 村債

合　計

予算現額

480,604
29,313
1,521
1,767
1,988
90,715
29,760
5,686
1,377

1,441,873
515

23,298
40,330
558,630
792,475
46,661
471,573
488,753
151,728
43,769
543,634
5,245,970

調定額

522,060
29,312
1,521
1,767
1,988
90,715
29,760
5,686
1,377

1,441,873
515

23,125
49,307
455,146
653,446
47,574
472,013
403,551
151,728
50,891
459,334
4,892,689

収入済額

498,871
29,312
1,521
1,767
1,988
90,715
29,760
5,686
1,377

1,441,873
515

22,904
42,230
455,146
653,446
47,573
472,013
403,551
151,728
43,627
459,334
4,854,937

不納欠損

642

149

512

1,303

収入済割合
（対予算現額）

103.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
98.3
104.7
81.5
82.5
102.0
100.1
82.6
100.0
99.7
84.5
92.5

収入済割合
（対調定額）

95.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
99.0
85.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
85.7
100.0
99.2

（2）歳出
区　分

1  議会費
2  総務費
3  民生費
4  衛生費
5  労働費
6  農林水産業費
7  商工費
8  土木費
9  消防費
10 教育費
11 災害復旧費
12 公債費
13 予備費

合　計

予算現額
58,954

1,548,187
925,551
248,949

1
663,037
13,005
757,874
316,769
353,361
3,211

356,231
840

5,245,970

支出済額
58,222

1,416,345
890,661
241,348

0
567,122
12,506
571,590
309,917
343,457
3,032
356,230

0
4,770,430

第１　平成30年度 財政の概況
１　一般会計収支状況

区　分
1 村税
2 地方譲与税
3 利子割交付金
4 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金
9 地方特例交付金
10 地方交付税
11 交通安全対策特別交付金
12 分担金及び負担金
13 使用料及び手数料
14 国庫支出金
15 県支出金
16 財産収入
17 寄附金
18 繰入金
19 繰越金
20 諸収入
21 村債

合　計

予算現額
492,974
28,001
1,428
1,763
1,987
91,092
29,514
6,225
1,307

1,431,083
500

31,433
38,243
404,490
331,959
17,606
191,796
248,508
31,158
37,877
479,014
3,897,958

構成比
12.6
0.7
0.0
0.0
0.1
2.3
0.8
0.2
0.0
36.7
0.0
0.8
1.0
10.4
8.5
0.5
4.9
6.4
0.8
1.0
12.3
100.0

収入済額
331,100
7,858
650
321
0

51,893
12,292
1,800
1,307

922,931
0

11,551
15,540
92,868
29,466
7,027

101,455
0

31,159
15,306

0
1,634,524

収入率
67.2
28.1
45.5
18.2
0.0
57.0
41.6
28.9
100.0
64.5
0.0
36.7
40.6
23.0
8.9
39.9
52.9
0.0

100.0
40.4
0.0
41.9

歳　入

２　特別会計収支状況 （単位：千円）
会　　計　　名

住宅新築資金等特別会計
国民健康保険特別会計
簡易水道特別会計
介護保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

予算現額
13,280
681,738
303,966
772,242
86,397

収入済額
12,005
245,283
34,892
318,906
25,069

支出済額
608

254,452
100,630
279,380
17,754

区　分
1  議会費
2  総務費
3  民生費
4  衛生費
5  労働費
6  農林水産業費
7  商工費
8  土木費
9  消防費
10 教育費
11 災害復旧費
12 公債費
13 予備費

合　計

予算現額
59,123
788,105
911,968
259,500

1
117,478
30,578
755,505
179,391
375,915
33,423
383,971
3,000

3,897,958

構成比
1.5
20.2
23.4
6.7
0.0
3.0
0.8
19.4
4.6
9.6
0.9
9.8
0.1

100.0

支出済額
29,190
247,844
272,484
115,929

0
44,845
8,433

129,382
81,089
157,169
1,177

181,502
0

1,269,044

執行率
49.4
31.4
29.9
44.7
0

38.2
27.6
17.1
45.2
41.8
3.5
47.3
0.0
32.6

歳　出
（単位：千円・％）（単位：千円・％）

歳入決算額　48億5,494万円

村税
4億9,887万円 

村債
4億5,933万円

地方交付税
14億
4,187万円

地方交付税
14億
4,187万円国・県支出金

11億859万円
国・県支出金
11億859万円

諸収入・使用料・
その他
13億4,628万円

諸収入・使用料・
その他
13億4,628万円

（３）一般会計歳入歳出構成比

公債費
3億5,623万円

民生費
8億9,066万円

教育費
3億4,346万円
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あなたの家には住宅用火災警報器が設置されていますか!？あなたの家には住宅用火災警報器が設置されていますか!？あなたの家には住宅用火災警報器が設置されていますか!？ INFO04INFO04

［問い合わせ先］仁淀消防組合消防本部予防係　☎088－893－3221
　　　　　　住宅用火災警報器相談室　☎0120－565－911

　仁淀消防組合火災予防条例により、平成23年６月１日からすべての住宅に設置が義務付けられています。
　今年度管内（いの町・日高村）の住宅を訪問し設置調査したところ、設置率49％、条例適合率33％となっており、
全国平均設置率81.2％、条例適合率66.5％（平成30年６月１日時点）を大きく下回っています。
　＊設置率とは１個でも設置している場合。条例適合率は必要な個数を設置している場合。
　住宅用火災警報器は住宅火災で逃げ遅れによる死傷者をなくすことをめざし、全国的に設置が義務付けられ
ています。住宅用火災警報器は火災の早期発見に大変有効であり、逃げ遅れによる死者を防ぐ切り札とも言え
るものです。
　設置していない人は早急に設置してください。

　住宅用火災警報器等には大きく分けて天井に取
り付けるものと壁に取り付けるものの2種類があ
ります。
　さらに、どちらも家庭用電源（100V）式と乾電池
式の二つの方式があります。

原則として煙式の機器を設置します。

1.まずは寝室 2.次に階段 3.さらにキッチン

＜天井取り付け式＞

※購入するときは、国家検定で合格した適合表示「検定マーク」のあるものが安心です。

＜壁取り付け式＞

※寝室の数に応じて設置が必要
就寝に使用する部屋に設置します。（普
段就寝している部屋のことで、来客が
就寝するような部屋は除きます。）

※階段に必要な場合
就寝に使用する部屋がある階の階段の
踊り場の天井、または壁面に設置しま
す。（ただし、避難階（1階など容易に避
難できる階）は除きます。）

※自主的に設置する場合
仁淀消防組合火災予防条例には火気使
用場所等への設置義務はありません
が、熱式の機器を設置しておくとより
安心です。

設置場所

○電池交換が必要なものは、電池切れの警報が出た
場合に交換する必要があります。
○住宅用火災警報器の交換期限がきたら交換してく
ださい。
　（自動試験機能が付加されている機器を除きま
す。）

◎悪質な訪問販売には、十分注意してください！！
　市場価格を超えた高額で販売する業者や、消防職員
を装って訪問し、粗悪品を押し売りするケースもあ
ります。消防署員が住宅用火災警報器を販売するこ
とはありませんので、訪問販売には十分注意してく
ださい。住宅用火災警報器は、クーリングオフの対
象です。

種　類

設置上の注意

注意事項

住宅用火災警報器は火災の煙を早期に感知して、あなたやあなたの家族の 「いのち」 を守ります。

INFO01村税差押不動産の再公売参加の案内

INFO02村税差押不動産の再公売参加の案内 


